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訴訟損失引当金の計上に関するお知らせ 
 
 

当社は、平成22年３月期第３四半期において、下記の通り訴訟損失引当金を計上する見込みと

なりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 引当金の内容 

平成17年10月24日に当社の下請作業員の失火による火災の延焼により中国電力株式会社の設

備等の一部に与えた損害について、当社への元請発注者である中電プラント株式会社が平成20

年９月30日になって中国電力株式会社らに42億８千５百万円の損害賠償をしたとして、当社に対

してその全額の賠償を請求するという訴訟が平成20年10月６日付で広島地方裁判所に提起され

ました。当社は、火災の延焼による損害賠償責任は「失火の責任に関する法律」によって基本的

に免除されていると主張して争って参りました。 

しかし、火災原因については当社の責任もあり、失火責任法の適用の有無についても、延焼の

被害が発生しているのが、当社受注工事と同じ中国電力の設備であることなどから、適用外であ

るとの解釈も主張されております。またその他の論点の係争も、このままでは長期化が予想され

ることから、裁判所より強い和解の勧告があり、本年１月29日に和解案が提示されました。 

当社としても、受注活動上のデメリットなども勘案し、いたずらに長引かせることは本意では

無いため、この和解案を受け入れる方向で進めていくことに致しました。 

 

２． 業績に与える影響 

今後の和解による賠償金の支払いに備えるため、裁判所より提示を受けた和解案とその経過等

の状況に基づき、当社の実質的な損失負担見込み額15億９千万円を平成22年３月期第３四半期に

おいて、訴訟損失引当金に計上する見込みとなります。 
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